
郡
山
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

税
務
署
で
は
、
面
談
に
よ
る
個
別
相
談
を
希
望
さ
れ

る
場
合
、
待
ち
時
間
な
く
相
談
が
で
き
る
よ
う
、
あ
ら

か
じ
め
相
談
日
時
の
予
約
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
相
続
税
・
贈
与
税
・
譲
渡
税
お
よ
び
財
産
評
価
に

関
す
る
相
談
日
は
、
原
則
と
し
て
毎
週
火
曜
日
と
し
て
お
り

ま
す
の
で
、皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
郡
山
税
務
署

☎
０
２
４
–
９
３
２
–
２
０
４
１

※
音
声
案
内
に
従
っ
て﹁
２
﹂を
ダ
イ
ヤ
ル
し
て
く
だ
さ
い
。

国 民 年 金 コ ー ナ ー

　国民年金保険料を納めていない期間などがある
場合、将来受け取れる年金額が少なくなったり、
年金そのものが受給できないことがあります。
　本来、国民年金保険料は２年を経過すると時効
により納付することができませんが、「10年の後
納制度」は、特例として過去10年間に納め忘れた
国民年金保険料を納付することで、将来の年金額
を増やすことができる仕組みです。この後納制度
は、平成27年９月30日をもって終了します。
　終了後、平成27年10月１日から３年間に限り、
過去５年間に納め忘れた国民年金保険料を納付す
ることができる「５年の後納制度」が開始予定です
が、10年の後納制度よりも納付できる期間が短
く、保険料の加算額が高くなります。
　後納制度を利用するには、申し込みが必要で
す。なお現在老齢基礎年金を受給している方など
は、後納制度の利用はできませんのでご注意くだ

国民年金保険料「10 年の後納制度」は９月 30 日まで

さい。
　詳しくは「国民年金保険料専用ダイヤル」（0570-
011-050）またはお近くの年金事務所へ問い合わせく
ださい。

◆「10年の後納制度」を利用できる方
　①20歳以上60歳未満の方で、10年以内に納め忘れ
　　の期間（納付・免除以外）や未加入期間がある方。
　②60歳以上65歳未満の方で、①の期間のほか任意
　　加入中に納め忘れの期間がある方。
　③65歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中
　　の方など。

問郡山年金事務所　☎024-932-3434
問町民生活課　　　☎72-6933

自
家
用
の
お
米
も「
全
量
全
袋
検
査
」

が
必
要
で
す

　

平
成
27
年
産
米
に
つ
い
て
も
、
放
射
性
物
質
の

「
全
量
全
袋
検
査
」を
実
施
し
ま
す
。

 　
「
全
量
全
袋
検
査
」は
平
成
24
年
度
か
ら
行
わ

れ
て
い
る
検
査
で
、
販
売
用
で
あ
っ
て
も
、
自
家

消
費
用
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
米
の
放
射
性
物

質
を
検
査
す
る
も
の
で
、
県
外
の
消
費
者
や
事
業

者
の
皆
さ
ん
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

米
を
作
っ
て
い
る
農
家
の
皆
さ
ん
に
は
、
水
田

の
面
積
や
米
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
手
数
を

お
か
け
し
ま
す
が
、「
全
量
全
袋
検
査
」を
受
け
る

よ
う
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
小
野
米
調
べ
る
セ
ン
タ
ー
の
場
所
が
旧
酪

農
協
事
務
所
か
ら
Ｊ
Ａ
た
む
ら
小
野
支
店
隣
に
変

更
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
全
量
全
袋
検
査
で
使
用
す
る
バ
ー
コ
ー
ド

ラ
ベ
ル
に
つ
い
て
、
今
年
度
は
オ
レ
ン
ジ
色
の
も

の
を
使
用
し
ま
す
の
で
、
昨
年
以
前
の
も
の
と
間

違
え
な
い
よ
う
ご
注
意
願
い
ま
す
。

　

小
野
町
で
生
産
さ
れ
た
24
年
産
米
、
25
年
産
米
、
お

よ
び
26
年
産
米
に
つ
い
て
、
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
が

国
の
基
準
値
を
超
過
し
た
米
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

︻
小
野
米
調
べ
る
セ
ン
タ
ー
︼

　

小
野
新
町
字
中
通
17
–
１（
Ｊ
Ａ
た
む
ら
小
野
支
店
隣
）

︻
小
野
町
中
米
調
べ
る
セ
ン
タ
ー
︼

　

小
野
新
町
字
八
反
田
26（
松
月
堂
本
店
倉
庫
）

※
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。
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林
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村
農
業
普
及
所
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問
た
む
ら
の
恵
み
安
全
対
策
協
議
会　

（
Ｊ
Ａ
た
む
ら
営
農
企
画
課
）　　

☎
８
２
–
６
１
７
１

問
産
業
振
興
課

☎
７
２
–
６
９
３
５

公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院
か
ら

　
　
　
　
　
旧
病
院
解
体
工
事
の
お
知
ら
せ

　

新
病
院
の
移
転
新
築
に
伴
い
、
旧
病
院
の
解
体
工

事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
期
間
中
、
近
隣
住
民
の
皆

さ
ん
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

︻
工　
　

期
︼平
成
27
年
９
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

平
成
28
年
３
月
25
日
ま
で

︻
施
行
業
者
】ト
リ
ア
ス
・
飯
岡
特
定
建
設
工
事
共

　
　
　
　

   

同
企
業
体

問
公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院
総
務
課

☎
７
２
–
３
１
８
１
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